
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
県立芸術劇場舞台設備
改修工事に係る実施設
計委託業務

県立芸術劇場のコン
サートホール及び演
劇ホール、イベント
ホールの舞台設備
（照明・音響・舞台
機構等）の実施設計

29,678,000
第167条の2第1項
第2号

　本業務の実施に当たり、利用者向けの貸館
事業や指定管理者の主催事業との綿密な調整
が求められる等、劇場の管理運営業務と不可
分の関係にある。また、舞台設備の改修に関
しては、その構造や取扱等に関する専門的な
知見が必要であり、本事業を実施できるの
は、日常的な館の運営により設備の状態及び
最適な操作方法等を熟知している指定管理者
である当財団以外いない。

総合政策部
みやざき文化振
興課

2
県立芸術劇場防火
シャッター等修繕業務
委託

県立芸術劇場コン
サートホール及び演
劇ホールの防火
シャッター及び防煙
垂れ壁の改修

6,600,000
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、県立芸術劇場館内の防火シャッター等の
修繕に係るものであり、実施に当たり、ホールの利用
停止期間の綿密な調整が必要となり、利用者向けの貸
館事業や主催事業との緻密な調整が求められる等、劇
場の管理運営業務と不可分の関係にある。また、委託
先である指定管理者は、日常的な保守点検により本装
置及び関係する機材等に熟知しており、工事期間中の
業者への指導、諸問題への迅速かつ適切な対応、ま
た、機器の正確な動作確認ができるのは同者以外にい
ない。

総合政策部
みやざき文化振
興課

随意契約とした理由等
契約所管部局
・課（室）名

№ 契約の名称 契約の概要
契約金額
（税込）

（単位：円）

公益財団法人宮崎県立芸術劇場

令和４年度　県と公社等との随意契約の締結状況

- 1 -


